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表紙

（
電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく

書面交付請求による交付書面に記載しない事項 ）

上記事項につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただい

た株主様に対して交付する書面には記載しておりません。

2026年３月期定時株主総会資料

●　事業報告

「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」

「株式会社の支配に関する基本方針」

●　計算書類

「株主資本等変動計算書」

「個別注記表」

2026年３月期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

日本伸銅株式会社
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株式会社の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

(1) 当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合すること

を確保するための体制

①取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果

たすため、コンプライアンス基本方針を定め、それを全ての取締役及び使用人に

周知徹底させる。

②監査室を設置する。監査室は、財務報告に係る内部統制を構築し、その体制の

整備・運用状況を評価するとともに、維持・改善を図る。

③取締役及び使用人に対し、マニュアルの作成・配布を行うこと等により、取締

役及び使用人に対し、コンプライアンスの知識を高め、コンプライアンスを尊重

する意識を醸成する。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の意思決定又は取締役に対する報告に関しては、取締役会規則等に基づ

き適切に保存及び管理するとともに当社の取締役が常時閲覧できるものとする。

(3) 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社はリスク管理責任者を定めリスク管理体制を構築する。リスク管理責任者

は当社及び重要な子会社の各部門とともに潜在するリスクの抽出、評価を行い、

対応策を検討し、実行する。

(4) 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための

体制

当社及び子会社は経営会議等を設置し、重要案件については取締役、関連部門

責任者等が事前に審議を行うことで取締役の迅速かつ適正な意思決定を促進す

る。

(5) 当社及び子会社における業務の適正を確保するための体制

①当社はコンプライアンス基本方針を定め、当社及び子会社のコンプライアンス

体制の構築に努める。

②当社の子会社の取締役及び使用人は、親会社の経営会議等に出席し、職務の執

行に係る事項を報告する。

③当社は子会社管理規程を定め、子会社の状況に応じて必要な管理を行う。

④当社はグループ内取引の公正性を保持するため、グループ内取引規程を策定し

運用する。
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株式会社の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項

(6) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当

該使用人に関する体制

監査等委員会が必要とした場合、管理統括部は監査等委員会を補助すべき使用

人として、必要な人員を配置する。

(7) 前号の使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関す

る事項

監査等委員会の職務を補助すべき使用人の人事異動、人事評価、懲戒に関して

は、監査等委員会の事前の同意を得るものとし、その使用人の取締役（監査等委

員である取締役を除く。）からの独立性を確保する。

(8) 監査等委員会の(6)の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、その職務にあたっては監査等委員

会の指示にのみ従うものとする。

(9) 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人、並びに子会社の

取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員

会に報告をするための体制

①当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人並びに子会社の

取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、当社又は子会

社に重大な損害を与える事実が発生し又は発生する恐れがあるとき、当社又は子

会社の取締役及び使用人による重大な違反又は不正行為を発見したとき、その他

当社の監査等委員会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、直ちに当社

の監査等委員会に報告する。

②当社及び子会社は、当社の監査等委員会への適切な通報体制を確保するものと

する。

③当社の監査等委員会は必要に応じて当社の取締役（監査等委員である取締役を

除く。）及び使用人、並びに子会社の取締役、監査役及び使用人に対して直接説

明を求めることができる。

④上記①から③の報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として、い

かなる不利益な扱いをしてはならないものとし、適切に運用するものとする。
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株式会社の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項

(10)当社の監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限

る。）について生じる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について

生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

当社の監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限

る。）について生じる費用又は債務の処理については、当該請求に係る費用又は

債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、こ

れに応じるものとする。

(11)その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①当社及び子会社の取締役及び使用人の監査等委員会監査に対する理解を深め、

監査等委員会監査の環境を整備するよう努める。

②代表取締役との定期的な意見交換会を開催し、適切な意思疎通及び効果的な監

査業務の遂行を図る。

上記業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであり

ます。

①　職務執行の適正性および効率性の向上

　当事業年度は14回の取締役会を開催し、経営方針及び経営戦略に係る重要事項

の決定並びに各取締役の業務執行状況の監督を行いました。

②　当社における業務の適正性の確保

　監査室が内部監査計画に基づき、当社の内部監査を実施しており、これを確保

する体制を整備しております。

③　監査等委員会の監査が実効的に行われることの確保

　当事業年度は13回の監査等委員会を開催し、社外取締役を含む監査等委員は、

監査に関する重要な報告を受け、協議、決議を行っております。また、監査等委

員は代表取締役、会計監査人及び監査室との間で定期的に情報交換等を行うこと

で、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務執行の監査、内部統制の

整備及び運用状況を確認しております。

－ 3 －
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株式会社の支配に関する基本方針

株式会社の支配に関する基本方針

（会社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針）

当社は、2006年１月16日開催の取締役会において「当社株式の大規模買付行為に関

する対応方針」（以下「本対応方針」といいます。）を導入し、毎期、株主総会後の

取締役会において同対応策を更新しておりました。

しかしながら、金融商品取引法による大量取得に関する規制が浸透し、株主の皆様

が適切な判断をするために必要な情報や時間を確保する本対応方針の導入目的も一定

程度担保されるようになったこと、および、コーポレートガバナンス・コードの浸透

等、買収防衛策をめぐる近時の外部環境が本対応方針導入時とは変化したことなどか

ら、本対応方針の必要性が相対的に低下したものと判断し、当社は、2017年５月23日

の取締役会において、本対応方針の有効期限である2017年７月31日をもって本対応方

針は更新せず、廃止することを決議いたしました。

なお、当社は、本対応方針の有効期限経過後も当社株式の大量買付行為が行われた

場合には、買付者等に対して必要かつ十分な情報の提供を求め、併せて当社取締役会

の意見の開示など適時・適切な情報開示を行い、株主の皆様の検討のための時間と情

報確保に努める等、法令及び定款の範囲内において、適切な措置を講じてまいりま

す。

－ 4 －
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株主資本等変動計算書

株主資本等変動計算書

株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計資 本

準備金

資 本
剰余金
合 計

利 益
準備金

その他利益剰余金 利 益
剰余金
合 計

土地圧縮
積 立 金

繰越利益
剰 余 金

2 0 2 5 年 ４ 月 １ 日 残 高 1,595 290 290 51 946 9,287 10,285 △417 11,753

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 － － － 3 － △35 △32 － △32

当 期 純 利 益 － － － － － 742 742 － 742

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の

事 業 年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 )
－ － － － － － － － －

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 － － － 3 － 706 709 － 709

2 0 2 6 年 ３ 月 3 1 日 残 高 1,595 290 290 54 946 9,994 10,995 △417 12,463

評価・換算差額等

純資産合計そ の 他
有価証券評
価 差 額 金

評価・換算
差額等合計

2 0 2 5 年 ４ 月 １ 日 残 高 155 155 11,909

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 － － △32

当 期 純 利 益 － － 742

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の

事 業 年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 )
91 91 91

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 91 91 801

2 0 2 6 年 ３ 月 3 1 日 残 高 247 247 12,711

（2025年４月１日から2026年３月31日まで）
(単位：百万円)

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

－ 5 －
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個別注記表

個 別 注 記 表

商品及び製品・

仕掛品・原材料

及び貯蔵品

先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価

切下げの方法）

有形固定資産 定率法

ただし、建物（建物附属設備を除く）並びに2016年

４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物に

ついては、定額法によっております。

無形固定資産 定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内に

おける利用可能期間（主に５年）に基づく定額法を

採用しております。

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。

賞与引当金 従業員に支給する賞与の支出に充てるため、支給見

込額に基づき当事業年度負担額を計上しておりま

す。

退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末にお

ける退職給付債務および年金資産の見込額に基づき

計上しております。

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.　資産の評価基準および評価方法

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

その他有価証券

・市場価格のない株式等以外のもの　時価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定）

・市場価格のない株式等　　　　　　移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準および評価方法

(3) デリバティブの評価基準および評価方法

デリバティブ 時価法

2.　固定資産の減価償却の方法

3.　引当金の計上基準

－ 6 －
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個別注記表

金額

伸銅品 26,506

伸銅加工品 1,640

その他 1,997

顧客との契約から生じる収益 30,145

その他の収益 －

外部顧客への売上高 30,145

4.　収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益は、主に伸銅

品、伸銅加工品の販売によるものであり、顧客との

契約に基づき製品を引き渡すことを主な履行義務と

して識別しております。これら製品の販売は、顧客

に製品を引き渡した時点で顧客が当該製品に対する

支配を獲得することから履行義務が充足されると判

断しており、当該製品の引渡時点で収益を認識して

おります。ただし、国内の顧客への販売について

は、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される

時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時

点で収益を認識しております。顧客への財又はサー

ビスの提供における当社の役割が代理人に該当する

一部の売上取引については、顧客から受け取る額か

ら仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識す

ることとしております。

（収益認識に関する注記）

1.　収益の分解

　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　当社の売上高は、主に顧客との契約から認識された収益であり、当社の財又

はサービスの種類別に分解した場合の内訳は、以下のとおりです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

2.　収益を理解するための基礎となる情報

　「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「収益及び費用の計上基準」

に記載のとおりであります。

－ 7 －
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個別注記表

1.　有形固定資産の減価償却累計額 2,624百万円

2.　受取手形割引高 5百万円

建物 2,663百万円

構築物 146百万円

機械及び装置 6,168百万円

車両運搬具 6百万円

工具器具備品 64百万円

（会計上の見積りに関する注記）

繰延税金資産の回収可能性

当事業年度の計算書類に計上した金額

繰延税金資産（純額）△437百万円（繰延税金負債と相殺前の金額は107百万円

であります。）

繰延税金資産の回収可能性は、将来の税金負担額を軽減する効果を有するかどう

かで判断しております。近い将来に経営環境に著しい変化が見込まれないという前

提に基づき、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針（企業会計基準適用指

針第26号）」に従って、企業分類に応じた繰延税金資産の計上額決定のために、ス

ケジューリングの可否を判断しております。将来の経済状況の変化などの不確実性

により、当該見積り及び仮定について見直しが必要となった結果、翌事業年度の計

算書類において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。

（貸借対照表に関する注記）

3.　収用に関する件

　土地収用法の適用を受けて有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記

帳額は、9,048百万円であり、その内訳は次のとおりであります。

（損益計算書に関する注記）

関係会社との取引高

・営業取引による取引高

　販売費及び一般管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　  69百万円

－ 8 －
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個別注記表

株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数

普通株式(株) 2,370,000 － － 2,370,000

株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数

普通株式(株) 232,998 － － 232,998

（株主資本等変動計算書に関する注記）

1.　当事業年度の末日における発行済株式の種類および総数

2.　当事業年度の末日における自己株式の種類および数

3.　剰余金の配当に関する事項

①　配当金支払額等

イ）2025年５月20日開催の取締役会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 21百万円

・１株当たり配当額 10円00銭

・基準日 2025年３月31日

・効力発生日 2025年６月25日

ロ）2025年11月12日開催の取締役会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 10百万円

・１株当たり配当額 ５円00銭

・基準日 2025年９月30日

・効力発生日 2025年12月２日

②　基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度

になるもの

2026年５月13日開催の取締役会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 21百万円

・１株当たり配当額 10円00銭

・基準日 2026年３月31日

・効力発生日 2026年６月24日

－ 9 －



2026/05/27 11:09:28 / 25303148_日本伸銅株式会社_招集通知

個別注記表

退職給付引当金 10百万円

賞与引当金 33百万円

減価償却超過額 22百万円

未払事業税 7百万円

その他 32百万円

繰延税金資産合計 107百万円

その他有価証券評価差額金 109百万円

土地圧縮積立金 434百万円

繰延税金負債合計 544百万円

繰延税金資産の純額 △437百万円

（税効果会計に関する注記）

1.　繰延税金資産の発生の主な原因の内訳

2.　繰延税金負債の発生の主な原因の内訳

（金融商品に関する注記）

1.　金融商品の状況に関する事項

　当社は、短期的な預金で余資運用するとともに銀行等金融機関からの借入によ

り資金を調達しております。

　受取手形、電子記録債権ならびに売掛金にかかる顧客の信用リスクは、与信管

理の強化によりリスク低減を図っております。また、投資有価証券は株式であ

り、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。

　デリバティブ取引は原料価格変動リスクヘッジのための先物取引規程に従い、

実需の範囲で行うこととしております。

2.　金融商品の時価等に関する事項

　2026年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については

次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等（貸借対照表計上額117百

万円）は、「その他有価証券」には含めておりません。また、現金は注記を省略

しており、預金、受取手形、電子記録債権、売掛金、支払手形、買掛金、短期借

入金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略

しております。
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貸借対照表
計上額

時価 差額

①　投資有価証券

　　　その他有価証券 548 548 －

②　デリバティブ取引(※） 23 23 －

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

　その他有価証券
株式

デリバティブ取引（※）
548
－

－
23

－
－

548
23

（単位：百万円）

（※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しておりま

す。

3.　金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に

応じて、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：活発な市場における無調整の同一資産・負債の市場価格のイ

ンプット

レベル２の時価：レベル１で使用された市場価格以外の、直接又は間接的に観

察可能な価格で構成されたインプット

レベル３の時価：観察可能な市場データに基づかないインプット

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、そ

れらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位

が最も低いレベルに時価を分類しております。

時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

（単位：百万円）

（※）その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示してお

ります。

なお、デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示し

ております。

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市
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種類
会社等
の名称

所在地
事業の
内容

議決権等
の所有(被
所有)割合

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引金額 科目 期末残高

親会社の

子会社

サンエツ金属

株式会社
富山県
砺波市

黄銅棒・
線事業
および
精密部品
事業

－

非鉄金属原
材料および
非鉄金属製
品の仕入、
販売

非鉄金属原
材料および
製品の販売
（注）

1,680 売掛金 297

非鉄金属原
材料および
製品の購入
（注）

1,630 買掛金 188

親会社の

子会社

株式会社

日伸地金
大阪府
堺市

非鉄金属
原材料の
販売

－
非鉄金属原
材料の仕入

非鉄金属原
材料の購入
（注）

2,128 買掛金 134

場で取引されているため、その時価をレベル１の時価に分類しておりま

す。

デリバティブ取引

時価の算定方法については、取引先金融機関等から提示された価格等に基

づき算定しており、レベル２の時価に分類しております。

（関連当事者との取引に関する注記）

親会社の子会社等
(単位：百万円)

（注）　非鉄金属原材料および非鉄金属製品の仕入、販売についての価格その他の取引条件は、市場
実勢を勘案して決定しております。

（１株当たり情報に関する注記）

1.　１株当たり純資産額　　　　　　 　　 5,948円06銭

2.　１株当たり当期純利益　　　　　　　　　347円23銭
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